
考えられるパターン

パターン１ 市町村単位で区域を設定
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パターン２ 複数の広域区域を設定
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パターン３ 県全域を県の区域として設定

区域２においては、需要＞供給となっているため、需要を満たしている X市、Z町においても認可・認定しな
ければならない。

A市
需要１００

供給１２０

B市
需要８０

供給１００

X市
需要１００

供給１１０

Y町
需要４０

供給 ０

・・・

区域１ 区域２

A市
需要１００

供給１２０

B市
需要８０

供給１００

C市
需要８０

供給１００

X市
需要１００

供給１１０

Y町
需要４０

供給 ０

Z町
需要４０

供給５０

区域１計（需要２６０＜供給 ３２０）

０）

区域２計（需要１８０＞供給 １６０）

需要＞供給の市町村（例１の場合は Y 町）においては、基準を満たしていれば、定員４０の範囲で認可・認定
しなければならない。

A市
需要１００

供給１２０

B市
需要８０

供給１００

X市
需要１００

供給１１０

Y町
需要４０

供給 ０

県全体で

・「需要＜供給」の場合 ・・・ 認可・認定をしないことができる。

・「需要＞供給」の場合 ・・・ 認可・認定をしなければならない。

C市
需要８０

供給１００

Z町
需要４０

供給５０

C市
需要８０

供給１００

・・・

Z町
需要４０

供給５０
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